
第１回 
古賀市景観計画策定委員会 

1.景観計画策定の概要 

2.古賀市の景観の現状と課題 

3.景観計画の策定方針について 

4.参考資料 

 ・各種会議の概要 

 ・景観基礎調査について 

平成29年7月3日 
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1.景観計画策定の概要 
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1. 景観計画策定の概要 

●古賀市では、景観まちづくりに対する様々な取組を行ってきた。 
 
＜景観まちづくりに対する取組＞ 
 平成16～20年度 都市景観賞（2004-2008年度） 
 平成23年10月 「古賀市美しいまちづくりプラン（景観基本計画）」策定 
 平成24年  「古賀市公共空間形成ガイドライン」策定 
 平成25年度～ 古賀の魅力再発見コンテスト 
 
●平成23年には「美しいまちづくりプラン（景観基本計画）」を策定し、地域に
愛着を持ち誇りうる景観まちづくりに向けて、景観づくりを進めてきた。 

 
●本計画の中では、景観まちづくりの推進方策の中で景観まちづくりのルールづくり
として景観計画の策定を目指すと掲げている。 

 
●平成29年度の施政方針の中に重点施策として、古賀市にふさわしい景観計
画の策定に向けた取組を継続すると記載がある。 

 
●市長の所信表明の中に、景観条例の制定をめざすと公約されている。 

（1）策定の背景 

景観計画の策定に対する機運が高まっている 
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1. 景観計画策定の概要 

「古賀市美しいまちづくりプラン（景観基本計画）」 
 
●目的と役割 
市民、事業者、行政が共働して、古賀市の景観を守り育て、創り活かしていくための
基本指針を定めるもの。 
古賀市が今後「景観法」に基づく景観行政団体となり、景観計画など景観法の諸制
度を活用した景観まちづくりを進めていく上での基本的な方針を明らかにするもの。 
 

●位置付け 
上位関連計画との整合を図りつつ、 
景観まちづくりに関する「きっかけ」「場」 
「ルール」を作るための計画。 
 

●目標年次 
平成33年（10年後） 

（1）策定の背景 
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1. 景観計画策定の概要 

●景観計画や条例の制定により、具体的な目標像やルールを定め、共有す
ること。 

 
●景観法を制定することにより、景観に関して一定の強制力を持ったルールを
作ること。 

 
●住民提案や景観整備機構の制度整備によって、市民、企業、行政のそれ
ぞれが主体となり、協働して景観まちづくりを推進すること。 

（2）策定の目的 

平成15年 美しい国づくり政策大網

平成16年 景観法の制定

（色彩やデザインのルール）

都市計画法

（土地利用の

ルール）

建築基準法

（建物の

ルール）

屋外広告物法

（看板の

ルール）

土地緑地法

（公園・緑地

のルール）

（合わせて関連法の改正）

景観まちづくり

の実現

市 民

身近なことから始める
景観まちづくり

企 業

景観まちづくりへの
参画、事業協力

行 政

普及啓発、制度設計、
公共事業での配慮、
市民活動支援・参画

【具体的な取り組み】
・施設周辺の環境美化
・施設の改装・改築の際の周
辺景観への配慮

・景観まちづくり活動やイベ
ントへの参加・協力

【具体的な取り組み】
・景観まちづくりの啓発・普及活動の実施
・市民事業者への情報提供や支援
・景観計画・都市計画などの制度を活用した
景観まちづくりの推進

・公共事業における景観への配慮
・景観まちづくりに対応した庁内体制の構築
・国・県及び関係自治体との調整

【具体的な取り組み】
・身の回りの環境美化
・家づくりの際の周辺景観
への配慮

・景観まちづくり活動やイ
ベントへの参加・協力

・景観まちづくりの提案・
実践
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運営 

参加 

提案 運営 

古賀市景観市民会議 
○景観資源、フットパスの抽出 →育成イメージの検討 

○景観まちづくりの推進に向けた検討 等 

 

提案 

意見 

参加 

アドバイス 

庁内検討会議 

○景観関係各課による検討調整 

事務局 

・都市計画課 

・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 

景観計画策定委員会 
○景観計画・条例、屋外広告物条例の内容検討 

○景観まちづくりの推進ポイントの検討 等 

 提案 

意見 

 

参加 
意見 

市民・活動団体等 

 
景観まち

づくりを担う

団体 

 
住民 事業者 

等 

 

地域組織 
(行政区等) 

 

 

意見 

聴取 

報告 

議会 

市長 

都市計画

審議会 

1. 景観計画策定の概要 

（3）策定体制 

6 



1. 景観計画策定の概要 

（4）会議の役割分担 

古賀市景観まちづくり
の土台の構築 景観計画・条例、屋外広告

物条例に基づく景観施策の 

総合的かつ計画的な推進 
協働による古賀市景観
まちづくりの推進 

会
議
ご
と
の
検
討
範
囲 
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

そ
の
後
の
展
開 
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(策定委員会の役割） 

 古賀市景観計画策定の中核的な機

関として、市民会議での意見や現地

調査での情報等を踏まえつつ、専門

的な視点により、主に古賀らしい景

観計画や景観まちづくりのあり方等

について検討を行う。 

市民・関係団体・行政

が連携した、古賀市 

景観まちづくりの 

本格的始動！ 



1. 景観計画策定の概要 

（5）策定スケジュール（案） 

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

策
定
委
員
会 

・3回開催を予定 ・1回開催を予定 

庁
内 

・4回開催を予定 

市
民
会
議 

・4回開催を予定 
 

基礎情報の整理 
・上位関連計画 
・景観資源の整理 
・市民アンケート 
・色彩調査 
・屋外広告物調査 

景観計画の策定 

景観条例の策定 

屋外広告物条例の策定 

・基礎調査の報告 
・景観計画（案）の検討 

・基礎調査の報告 
・景観計画（案）の検討 

・景観条例（案）の検討 
・屋外広告物条例の検討 

・まちあるきの開催 
・特性と課題の整理 
・景観ルールの検討 等 
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（場合によっては1回追加も検討） 
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1. 景観計画策定の概要 

時期 主な内容 

第1回 H29.7 ・委員会開催趣旨とスケジュールについて 
・景観の現状と課題について 
・景観計画の策定方針について 
・各種会議結果の報告 
・各種基礎調査等の結果報告 

第2回 Ｈ29.10 ・会議等の報告 
・景観計画（案）の骨子について 
・屋外広告物条例の策定方針の検討 
・景観条例の策定方針の検討 

第3回 Ｈ30.1 ・景観計画（案）について 
・屋外広告物条例（骨子案）の検討 
・景観条例（骨子案）の検討 

第4回 Ｈ30.5 ・景観条例・景観施策についての検討 

■策定委員会スケジュール（案） 



2. 古賀市の景観の現状と課題 
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■市全域の景観特性 

【景観域】 
●市域の西から東に向かって海岸～市街地～丘陵地～山地に至る 
ダイナミックな地形がベース 

●景観域は、海辺景観域、まちなか景観域、さと景観域、やま景観域の４区分 

2.古賀市の景観の現状と課題 

海辺景観域 

まちなか景観域 

さと景観域 

やま景観域 

「海辺景観域」：玄界灘・海岸の松林が中心 
「まちなか景観域」：住宅地・工業団地・商業地などの市街地 
「さと景観域」：田畑を中心とした里地・里山 
「やま景観域」：標高150ｍ～600ｍ程度の山林区域が中心 

（1）古賀市の景観特性 
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①海辺景観域 
・玄海国定公園に指定された白砂青松の松原の連なる玄界灘が面しており、花鶴ヶ
浜からは玄界灘と相島の絶景が一望できる。 
・花鶴ヶ浜公園付近の川沿いの道は、はまぼうが咲く散策路として親しまれている。 
・花鶴ヶ浜から福津市にかけた海岸沿いは「あるいてん道（浜辺コース）」となってい
る。中川河口の潮騒橋付近には、夕陽風景時計が設置されており、夕陽の鑑賞ス
ポットとなっている。 

■景観域ごとの特性 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（1）古賀市の景観特性 
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②まちなか景観域 
・国道３号と国道495号に囲まれた市街化区域を中心に 
 都市的景観が広がり、商業店舗の立地が進んだ沿道景観が形成されている。 
・ＪＲ古賀駅周辺は商業施設や高層マンションが集積した市街地の景観となっており、古
賀駅前通りは電線類が地中化されている。 
・海岸近接部では海への眺望の妨げとなる高層マンションの立地がみられる。 
・舞の里地区や美明地区には、低層の戸建て住宅が並ぶ閑静な住宅地の景観が形成さ
れている。 
・工業団地は工業地として明確に区分されており、工業団地の敷地際は樹木で緑化され
ている所が多い。 
・鹿部山公園展望台からは、手前に花鶴丘団地、奥に玄界灘、相島が見渡せる。市街
地の貴重な眺望スポットである。 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（1）古賀市の景観特性 
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③さと景観域 
・市中央部に広大な田園地帯が広がり、田園地帯の周囲には里山の緑豊かな風景
が広がる。里山の麓には、古くからの農村集落や鎮守の森が点在している。 
・古賀グリーンパークや約1,000ｍ2のコスモス広場などの自然の地形を活かした施設
が整備されている。 
・かつて唐津街道の宿場町として栄えた青柳宿では、所々に昔ながらの建物が残って
おり、現在は、大名が宿泊した｢御茶屋｣跡の隣に位置する青柳しょうゆや西の構え
口の石積み、案内板などが整備されている。 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（1）古賀市の景観特性 

14 



④やま景観域 
・市東部には、全市景観のスクリーンとなっている犬鳴山地・立花山地や、樹園地な
どに利用されてきた丘陵地が広がる。 
・興山園は、頂上から市内を一望できる眺望スポットとなっている。 
・清滝地区には大根川沿いに桜並木が連なり、清滝橋からは清滝清流と桜並木を
眺めることができる。 
・薬王寺温泉では、ひなびた温泉街の雰囲気が感じられるものの休業した旅館の空
き家が目立つ。清流が流れているが三面側溝が風情を損ねている。 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（1）古賀市の景観特性 
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・本市を東西に横切り、玄界灘に注ぐ大根川水系と中川水系の２つの「河川景観
軸」があり、市域内で完結していることから、上流から下流にかけての連続した一連の
景観が広がる。 

 
・また、南北に走る国道３号、国道495号及び九州自動車道等の「道路景観軸」
や「鉄道景観軸」があり、これらの軸を境として多彩な景観要素が分布している。 

 
・それぞれの景観域を歩きながら楽しむことができるフットパス「あるいてん道」が９コー
スあるほか、ハイキングコースなども整備されている。 

●東西の河川景観軸、南北の道路景観軸、鉄道景観軸等を境として景観
要素が分布 

■主な景観軸 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（1）古賀市の景観特性 
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【景観拠点】 
●古賀海岸 
●駅周辺（ＪＲ古賀駅、千鳥駅、ししぶ駅）、市役所周辺、花見栗原線 
●古賀ＳＡ、古賀ＩＣ周辺 
●薬王寺温泉・唐津街道青柳宿 
●古賀グリーンパーク                           等 
 
【眺望点】 
●鹿部山公園 
●興山園 
●薦野 
●西山 
●岳越山                                 等 

■主な景観拠点等 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（1）古賀市の景観特性 
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●目的：景観計画の策定に先立ち、景観および屋外広告物に関する市民意識
を把握する。 

 
●対象者：18歳以上の市民2000人(住民基本台帳から無作為抽出) 
 
●調査方法：郵送による配布 
 
●実施期間：平成28年11月３日～25日 
         （結果反映分については１月末日まで） 
 
●回答者数：712票（有効回答者数701票） 
 
●回収率： 36％（712票/2,000票） 
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2.古賀市の景観の現状と課題 

（2）アンケート結果の概要 



【属性】 
 ・性別：女性63％、男性37％ 
 ・年齢：60歳以上の高齢者が半数 
 ・居住年数：20年以上の方が59％ 
 ・職業：主婦（夫）と会社員が30％ずつ 
 
【景観について】 
 ・景観に関心のある方が半数程度 
 ・緑あふれるゴミのないまちが「良い景観」 
 ・草木の手入れが行き届いていない河川が「悪い景観」（古賀市内のみ） 
 ・身近な自然を楽しめる道が景観要素として重要 
 
【まちづくりのルールについて】 
 ・全市には緩やかなルール、重要地区ではきめ細やかなルールの設定を希望 
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2.古賀市の景観の現状と課題 

（2）アンケート結果の概要 



【色彩について】 
 ・極端な色彩のみを制限すべきで、あとは個人の良識に任せるべきである 
 ・中でも幹線道路沿線を規制すべきである 
 
【屋外広告物について】 
 ・管理の行き届いていないものや形や色が奇抜なものに対して不快 
 ・特に歴史・文化の残る場所について規制をしてほしい 
 
【市民にできること】 
 ・清掃活動への参加や敷地内の花植え等 
 
【今後必要なこと】 
 ・公共施設の整備や道路の緑化等 

20 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（2）アンケート結果の概要 
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●色彩調査にて検討する指標 
 ・色相：色合い  
 ・明度：明るさの度合い（明度0は黒） 
 ・彩度：鮮やかさの度合い（彩度0は無彩色） 

（3）色彩調査結果の概要 

2.古賀市の景観の現状と課題 
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（3）色彩調査結果の概要 

2.古賀市の景観の現状と課題 

・暖色系 
太陽や火を連想して暖かさを感じる、 暖かい色、熱い色で、興奮色とも呼ばれている。 
大きく感じる膨張色。 
・寒色系 
水や氷のイメージで、ひんやりとした感じ。 寒い色、冷たい色を寒色といい、沈静色と
も呼ばれている。小さく感じる収縮色。 



▲明度分布 
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●全市域（明度） 
 ・古賀市の建築物の色相は
暖色系が全体の約７割。 

 
 ・明るめの色調の建築物が
多い。 
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N    R YR Y           GY           G           BG            B            PB            P          RP
H（色相）

V（明度）
一般建築物（ ×：1件 ●：2～4件 ◆：5～9件 ○：10～19件 ◇：20件～ ）

景観阻害建築物：□ 景観要素建築物（歴史） ：△ 環境色彩（自然）：●

▲色相分布 

20.3% 10.0% 48.1% 16.2% 2.1%
0.4%

1.2%

0.8%

0.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全市域

（241件）

N R YR Y GY G BG B PB P RP

2.古賀市の景観の現状と課題 

（3）色彩調査結果の概要 



▲彩度分布 
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▼パーセンタイル値 

5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10

75パーセンタイル 1 5.5 2 3 2 1 2.5 1.75 - - 0.5 - 0.88 2 1.75 - 0.88 - - -

80パーセンタイル 1 6 2.4 3 3 1 2.8 1.8 - - 0.5 - 0.9 2 1.8 - 0.9 - - -

85パーセンタイル 1 6 3 3 3 1 3.1 1.85 - - 0.5 - 0.93 2 1.85 - 0.93 - - -

90パーセンタイル 1 6.2 3.2 3 4 1 3.4 1.9 - - 0.5 - 0.95 2 1.9 - 0.95 - - -

PB P RPGY G BG BH（色相） R YR Y
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C（彩度）

5      10 5 10       5       10       5       10      5       10       5       10       5       10       5        10       5       10  5     10

R YR Y           GY           G           BG            B            PB            P          RP

H（色相）

一般建築物（ ×：1件 ●：2～4件 ◆：5～9件 ○：10～19件 ◇：20件～ ）

景観阻害建築物：□ 景観要素建築物（歴史） ：△ 環境色彩（自然）：●

●全市域（彩度） 
 ・古賀市の建築物はR、YRは
彩度6以下、Yは4以下、寒
色系では彩度2以下が多い。 

  
・景観阻害建築物は彩度６
以上の高彩度で鮮やかなもの
が多く見られる。 

 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（3）色彩調査結果の概要 



▲色相分布 
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●全市域（屋根色） 
 ・無彩色のスレートや瓦を用いた建築物が半数以上を占める。 
 ・外壁より彩度が低めだが、一部に鮮やかな屋根色が用いられている建築物もみられる。 
 

58.3%

58.6%

57.6%

17.1%

18.0%

15.3%

8.6%

10.2%

5.1%

2.7%

3.1%

1.7%

4.8%

2.3%

10.2%

3.7%

3.9%

3.4%

2.7%

1.6…

5.1%

2.1%

2.3%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全市域

（187件）

市街化区域外

（128件）

市街化区域内

（59件）

N R YR Y GY G BG B PB P RP

▲スレート屋根 

2.古賀市の景観の現状と課題 

（3）色彩調査結果の概要 



2.古賀市の景観の現状と課題 
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●全掲出広告物個数：1,254件 
●全掲出広告物面積：3,788.7ｍ2 

●広告物1個当たりの平均面積：3.09ｍ2 

 
 ・広告物の形態は壁面および野立の割合が大きく、自家用の広告物が多い。 

（4）屋外広告物結果の概要 

壁面
587

野立
404

突出
86

塀面広告
55

街灯柱広告物
50

テント型
33

屋上
26

その他（表示な

し）
9

垂れ幕又は横

断幕
3アーチ型

1

広告物形態

調査件数 1254

自家用
1116

案内用
80

一般広告
49

その他

（表示な

し） 9

広告物種類

調査件数 1254



2.古賀市の景観の現状と課題 

（4）屋外広告物結果の概要 
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 ・古賀駅周辺や古賀市役所周辺などの

うみ・まち周辺では、広告物件数が多い。 

 ・さと・やま地域では、うみ・まち地域に比

べて野立広告の割合が高い。 

 

▲景観域別の屋外広告物種類 

0

200

400

600

800

1000

1200

うみ・まち さと やま

アーチ型

垂れ幕又は横断幕

その他（表示なし）

屋上

テント型

街灯柱広告物

塀面広告

突出

野立

壁面

壁面, 543

壁面, 22

壁面, 22

野立, 323

野立, 40

野立, 41

突出, 81

突出, 3

突出, 2

塀面広告, 42

塀面広告, 6

塀面広告, 7

街灯柱広告物, 49

[系列名],

[値]

テント型, 33

屋上, 25

屋上, 1

[系列名],

[値]

その他（表示なし）, 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

うみ・まち

さと

やま
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2.古賀市の景観の現状と課題 

●古賀のいい眺めについて、意見を聴取 
 
【海・水辺】 
・古賀海岸の夕陽 
・古賀の海岸（夕陽風景時計） 
・花見海岸 
・花鶴川河口からの景観 
 
【山・緑】 
・グリーンパークの花・コスモス 
・薬王寺水辺公園 
・五所八幡宮（ムーミンの木） 
 
【歴史】 
唐津街道・青柳宿 
・古賀神社 
 
【その他（季節モノなど）】 
・ホタル 
・花鶴川・大根川の冬の野鳥 
・西鉄宮路岳線跡地 

（5）景観セミナーでの意見 
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2.古賀市の景観の現状と課題 

（ニュースレター参照） 

（6）景観市民会議での意見 



2.古賀市の景観の現状と課題 

（7）古賀市の景観の課題 

主な課題 
 
・幹線沿い等に見られる派手な色彩の建築物・広告物の規制・誘導 
・歴史・文化的資源の保全 
・古賀駅周辺等の「まちの顔」づくりの推進 
・海・山・里の豊かな自然と調和した、緑豊かな住環境の保全 
・市の背景となる山林景観の保全 
・河川周辺の親水空間の創出 
・海岸線へのアクセス性の向上                       等 
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2.古賀市の景観の現状と課題 

（7）古賀市の景観の課題 

●幹線沿い等に見られる派手な色彩の建築物・広告物の規制・誘導 
・国道３号・国道495号沿いに派手な色彩の大型商業施設や屋外広告物が
多く見られる。商店街や住宅地においても派手な色彩の建物や広告物が見ら
れ、景観阻害要素となっている。 
・特に主要交差点部では大型の屋外広告物が多い。 
 
●歴史・文化的資源の保全 
・青柳宿西構口付近に、宿場町の風情を損なう大型の太陽光発電が立地し、
昔ながらの建物は減少している。 
・青柳宿をはじめとした歴史・文化的景観資源が徐々に失われつつある。 
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2.古賀市の景観の現状と課題 

（7）古賀市の景観の課題 

●古賀駅周辺等の「まちの顔」づくりの推進 
・ＪＲ古賀駅の新町商店街は営業している店舗が少なく、街のにぎわいが失わ
れつつあり、派手な塗装の店舗もみられる。 
・ＪＲ千鳥駅は通勤・通学利用が多く、緑が少なく殺風景な印象を受ける。花、
見栗原線沿道は街路樹が少ないため、潤いが感じられない。 
・ＪＲ古賀駅周辺地区やＪＲ千鳥駅周辺地区、花見栗原線沿道などの「ま
ちの顔」となるエリアの景観整備が充分とは言えない状況である。 

 
●海・山・里の豊かな自然と調和した、緑豊かな住環境の保全 
・景観セミナーや市民会議では、古賀海岸や興山園、米多比の山並みや田園
風景などが「自慢したい景観」として挙げられており、引き続き、これらの豊かな
自然を保全するとともに、自然と調和した住環境の形成を図る必要がある。 
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2.古賀市の景観の現状と課題 

（7）古賀市の景観の課題 

●市の背景となる山林景観の保全 
・東部で大規模な採石業が営まれており、山腹の森林が失われている。 
・市民の憩いの場である古賀グリーンパークや、歴史資源である青柳宿と周辺道
路から石切場が見えるため、採石による山林景観の喪失が課題である。 

 
●河川周辺の親水空間の創出 
・河口部では護岸や公園が整備されているが、河川に近づける構造とはなってい
ない。 
・河川流域では清滝や薬王寺に清流や桜並木など、良好な河川環境が維持さ
れているが、三面側溝が多く、水辺に近づける場所が少ない。 

 
●海岸線へのアクセス性の向上 
・海岸へのアクセスが限定され、松林と海辺の景観が十分に活かされていない状
況である。 
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（8）景観関連計画等の整理 

計画 計画名称 景観計画との関係性 

①総合計画 第４次古賀市総合振興計画 
2012-2021 
（平成24年６月） 

景観計画の上位計画。 
政策別基本計画や各目標別の基本構想に記載されている景観まちづ
くりに関する事項等について、方針や施策検討の際の参考とする。 

②都市計画マスタープラン 古賀市都市計画 
マスタープラン 2009-2030 
（平成21年４月） 

景観計画の上位計画。 
将来都市構造や各部門別（土地利用、景観形成、自然環境・公
園・緑地など）の方針・施策等について、目標像、方針、ゾーニング、
施策等検討の際の参考とする。 

③景観基本計画 美しいまちづくりプラン 
（景観基本計画） 
（平成23年10月） 

景観計画のベースとなる計画。 
特に、目標像、方針、ゾーニング、施策等検討の際の参考とする。 
 

④環境基本計画 第２次古賀市環境基本計画 
2014～2023 
（平成26年３月） 

景観計画の関連計画。 
環境分野の内、都市環境（まちなみ景観、歴史、文化など）に関す
る事項について、目標像、方針、ゾーニング、施策等検討の際の参考と
する。 

⑤都市再生整備計画 都市再生整備計画事業 
（旧まちづくり交付金） 

景観計画の関連計画。 
古賀市の内、鹿部地区・古賀市中央地区・古賀市地区の3地区にお
ける都市再生整備計画が作成されている。これらの整備方針や事業
等について、重点地区検討の際の参考とする。 

⑥農業振興地域整備計画 古賀市農業振興地域整備 
計画書（平成26年８月） 

景観計画の関連計画。 
農用地利用計画に基づき、小野地区・青柳地区・古賀地区での農用
地整備計画等を踏まえて、ゾーニングや基準等との整合を図る。 

2.古賀市の景観の現状と課題 
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3. 景観計画の策定方針について 
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3. 景観計画の策定方針について 

①生活者・来訪者の視点に立った効果的な景観づくり 
・風景のパッケージ化による古賀ブランドの創出（フットパスや歴史・文化等） 
・“眺め”による文脈づくり 
 
②古賀の眺め・オリジナルブランドをアピールする上で、歴史・文化に加えたプラスα、
それを支える社会システムの維持、効果的なＰＲ戦略 
・『生活感』という視点での景観の価値付け・育成 
・ダイナミックな景観構造という視点での景観の価値付け 
・持続可能な集落の実現、定住促進のための戦略 
 
③新しくできる場所、埋もれた資源を丁寧に拾い上げ、価値付けし、方向付ける 
・今後の方向性が見えない場所の方向性の明確化 
・日常の生活景観や、埋もれた歴史・文化的景観を丁寧に拾い上げ、価値付けし、こ
れらに焦点を当てつつ育てていくことが重要 

 1）景観形成推進の方向性 
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（1）景観計画策定方針の設定 



④市民や有識者を交えた策定プロセス 
・公募した市民による「古賀市景観市民会議」を開催し、市民目線での景観まちづくり
に関する事項を検討 
・「古賀市景観計画策定委員会」を開催し、「古賀市景観市民会議」等での市民意
向を反映した景観計画及び景観条例の具体の内容について審議 
・景観まちづくり関連施策や重要な眺め、フットパス等の古賀市の景観づくりの核となる
要素を景観計画及び景観条例に反映 

 1）景観形成推進の方向性 

（1）景観計画策定方針の設定 
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3. 景観計画の策定方針について 



3.景観計画の策定方針について 

●今回策定する景観基本計画と過年度に策定されている古賀市景観基本計画（美し
いまちづくりプラン）との内容の整合を図り、計画の一本化を図る。 

 
●古賀市緑のまちづくりの会やぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）等による、既
存のまちづくり活動や景観関連施策との連携を考慮した、景観まちづくりにつながる実効
性の高い景観計画とする。 

 
●暮らしのインフラとしてのパブリックフットパスや自転車ネットワークの育成に焦点を当てた
計画、景観関連施策等の設定とする。 

 
●古から脈々と続く地域の生活の営みから創出された文化的景観について、古賀らしさを
醸成する重要な景観として価値付けし、計画や景観関連施策等に反映する。 

 
●各種文化財や保存樹などの、文化財行政との連携を図る。 
 
●今後景観が変化する可能性が高い地区、及び松林や砂浜等の市を代表する美しい
海浜景観等については、将来的に重点的な保全・育成を見据えつつ検討を行う。 
（唐津街道青柳宿や薬王寺温泉等の古賀市を代表する固有景観、古賀駅周辺等） 

 2）基本的な考え方 
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（1）景観計画策定方針の設定 
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■必須事項 
・景観計画の区域 
・良好な景観形成に関する方針 
・良好な景観形成のための行為の制限 
 （届出対象行為） 
・景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針 
 
■任意事項 
・景観重要公共施設の整備に関する事項等 
・屋外広告物にかかる行為の制限に関する事項 
・その他（計画の運用体制等） 

法定事項 

・景観計画を定める手続き 
・届出対象行為の追加 
・届出行為の適用除外 
・特定届出対象行為の指定 
・景観重要建造物の管理基準 
・景観重要樹木の管理基準 
・景観づくり団体の認定 
・変更命令等の対象行為 

景観法の任意委任事項 

・目的 
・市民、事業者、行政の責務 
・景観アドバイザー 
・市民等の活動に対する助成 
・表彰 
・勧告 
・公表 
・景観審議会 など 

その他の任意事項 
景観計画 

景観条例 景観法 

景観ガイドライン 

・行為の制限をブレークダウンした模式図 
・イメージ図 
・良好な景観の事例写真   など 

行為の制限などを規定した 
良好な景観形成の実践のための 
景観づくりのマスタープラン 

計画の規制を追加又は緩
和するとともに、計画の実効
性を担保するための条例 

模式図・イメージ図・事例写真など、 
実際の運用に当たっての手続きとして、 
景観計画を補完し実効性をもたせる
もの 

 3）景観計画、景観条例、景観ガイドラインの関係 

（1）景観計画策定方針の設定 

3.景観計画の策定方針について 

屋外広告物条例 

・禁止地域、許可地域等の設定 
・広告物の形状、面積、色彩、意  
 匠等に関する基準の設定 
※罰則を設けることが可能 

法定事項 

計画に記載された基本的事項に実
効性を持たせるための条例 

屋外広告物法 



（2）景観計画区域の設定［景観法第８条第２項第１号］ 

●既存計画の将来都市構造を基にした市域のゾーニングと照合し、ゾーン区分を設定
する。 

景観ゾーン 概要 主な要素 

①海辺景観ゾーン 
玄海国定公園を中心とした、市
街化区域外の玄界灘沿岸地域。 

松林、海岸 

②まちなか景観ゾーン 
古賀駅周辺の周辺市街地を中
心とした市街化区域。 

中心市街地、幹線道路沿線、
戸建住宅地、工業地 

③さと景観ゾーン 
市中央部、九州自動車道東部
の田園地帯を中心とした、市街
化調整区域。 

田園、集落地 

④やまなみ景観ゾーン 
市東部の山間部を中心とした準
都市計画区域。 

山林、集落地 

▼景観ゾーンイメージ 

3.景観計画の策定方針について 
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①海辺景観ゾーン 

②まちなか景観ゾーン 

③さと景観ゾーン 

④やまなみ景観ゾーン 

3.景観計画の策定方針について 

▲景観ゾーンのイメージ図 
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（3）景観形成方針の検討［景観法第８条第３項］ 

●古賀市美しいまちづくりプラン（景観基本計画）や、現地調査結果、市民アンケー
ト結果を踏まえつつ、景観類型ごとの景観特性、上位・関連計画に見るまちづくりの
方向性等を基に、古賀市の景観の目指すべき将来像とそれを実現するための景観
づくりの方向性を検討する。 

▲景観形成の基本方針の検討フロー 

景観形成の目標像 

社会背景からくる課題 

市民意向 

まちづくりの方向性 

景観の現況特性、課題 

景観形成の基本方針 

3.景観計画の策定方針について 
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（4）届出対象行為・規模及び景観形成基準の設定 
                           ［景観法第８条第2項第2号］ 
 
１）届出対象行為の検討 
 
●景観形成に大きな影響を与える建築物や工作物を適切に誘導し、周辺の景観と調
和し、かつ個性豊かで魅力ある景観形成を図るために有効な届出対象行為を設定
する。 

●景観形成上の課題を踏まえて、建築行為等の現状から見た運用面を考慮し、関連
計画や他都市事例を参考にしつつ、全市の良好な景観形成に効果的、効率的な
届出対象行為を検討する。 

▲届出対象行為の検討フロー 

景観の現状・景観形成上の課題 

建築行為の現状 

他都市事例 

関連計画の対象 

届出対象行為 

3.景観計画の策定方針について 
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２）色彩に関する調査、検討 
 （色彩基準設定の基本的考え方） 
●計画策定の際には、第一段階にあたる全市景観の「地」づくりとともに、景観重点地
区については、第二段階の「図」づくりを意識しつつ、基準値等の検討を進める。 

●色彩基準についても、景観計画の目的に合ったレベルの基準を、地域ごとの色彩の
傾向等を踏まえつつ段階的に検討する。 

▲色彩基準の段階的設定イメージ 

（4）届出対象行為・規模及び景観形成基準の設定 
                           ［景観法第８条第2項第2号］ 
 

3.景観計画の策定方針について 
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＜色彩基準の設定イメージ＞ 
高彩度の制限等、派手な色彩の建築物

等を制限するための 

ネガティブミニマムの基準 

＜色彩基準の設定イメージ＞ 
色相の制限やテーマカラーの設定

など、地域性を守り、積極的に育て

ていくための基準 

（ポジティブマキシマムの基準） 



参考資料 
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各種会議の概要 

46 

（1）景観セミナー 

（2）第1回古賀市景観市民会議 

（3）第2回古賀市景観市民会議 



【参考資料】各種会議の概要 

（1）景観セミナー 

■目的：古賀市の景観に興味を
持ってもらう 

■参加者：計27名 
■形式：ワークショップ+講演 
■古賀市の魅力ある景観資源を書
き出して共有 

▲セミナーの様子 
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【参考資料】各種会議の概要 

（2）第1回古賀市景観市民会議 

■目的：生活者の視点から見た古賀の重要な景観とそのあり方について市民の
皆様と考え、その後の景観まちづくり推進の参考とする。 

 
■テーマ：暮らしの中の“お宝景観”をあぶりだそう 
 
■参加者：計14名 
 
■形式：ワークショップ（くらしまち班、歴史・文化班、自然班の3班にて実施） 

▲第1回会議の様子 
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（3）第2回古賀市景観市民会議 

■テーマ：“お宝景観”を探しに出かけよう！ 
 
■参加者：11名（市民）+11名（学生）＝計22名 
 
■形式：まちあるき+ワークショップ 
（くらしまち班、歴史・文化班、自然班の3班にて実施） 

【参考資料】各種会議の概要 

▲第2回会議の様子 
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景観基礎調査について 

50 

（1）市民アンケートの実施 

（2）色彩調査の実施 

（3）屋外広告物調査の実施 



【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 

■目的：景観計画の策定に先立ち、景観および屋外広告物に関する市民意識
を把握する。 

 
■対象者：18歳以上の市民2000人(住民基本台帳から無作為抽出) 
 
■調査方法：郵送による配布 
 
■実施期間：平成28年11月３日～25日 
         （結果反映分については１月末日まで） 
 
■回答者数：712票（有効回答者数701票） 
 
■回収率 ： 36％（712票/2,000票） 
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【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 

●回答者について 
 ・性別については、女性が63％、男性が37％を占める。 
 ・年齢は60歳以上の高齢者が最も多く、次いで50代が多い。 
 ・小学校区はほぼどの地区もまんべんなく回答していただいている。 

女

442

63%

男

259

37%

性別 18～19歳

14
2%

20代

60
9%

30代

84
12%

40代

100
14%50代

119

17%

60歳以上

327

46%

年令

青柳

62
9%

小野

73
10%

古賀東

103

15%古賀西

136

20%

花鶴

87
12%

千鳥

65
9%

花見

96
14%

舞の里

76
11%

小学校区
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●回答者について 
 ・居住年数は、20年以上の方が59％と最も多く、次いで20年未満が19％と
多い。 

 ・職業は、主婦（夫）の方が33％、次いで会社員が24％、無職の方が
20％となっている。 

会社員

172

24%
29
4% 31

4%

7
1%12

2%

20
3%

主婦（夫）

231

33%

25
4%

無職

137

20%

37
5%

職業

1年未満

20
3%

5年未満

73
10%

10年未満

59
9%

20年未満

134

19%

20年以上

417

59%

居住年数

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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【参考資料】景観基礎調査について 

●景観について 
問1：まちなみや自然の景観が気になるか 
・時々との回答が48％と最も多く、常に関心があるとの合計では78％となる。 
 
 
 
 
 
 
問2：全体的な古賀の景観についてどう思うか 
・一部自慢できる景観があるとの回答が44％と最も多いが、あまり自慢できる景
観がないとの意見も35％と同程度ある。 

 

常に

211

30%

時々

338

48%

あまり

130

19%

全く

24
3%

問1.景観に関心がある

か

全体的に

34
5%

一部

307

44%

あまりない

243

35%

全くない

36
5%

考えたことがない

79
11%

問2.自慢できる景観は

（1）市民アンケートの実施 
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●景観について 
問３：自分の地域の景観についてどう思うか 
・一部自慢できる景観があるとの回答が39％と最も多いが、あまり自慢できる景
観がないとの意見も37％と同程度あり、全体の傾向とあまり変わらない。 

全体的に

62
9%

一部

274

39%
あまりない

257

37%

全くない

63
9%

考えたことがない

44
6%

問3.自慢できる景観は

55 

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 



●景観について 
問３：自分の地域の景観についてどう思うか（小学校区別） 
・自慢できるまたは一部自慢できると回答した人数は古賀西小学校で最も多く、
自慢できる景観はあまりないまたは全くないと回答した人数は古賀東小学校で
最も多い。 
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【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 

7 
(5%)

3 
(3%)

12 
(13%)

9 
(10%)

17 
(23%)

7 
(10%)

4 
(6%)

3 
(5%)

64 
(47%)

29 
(28%)

38 
(40%)

36 
(41%)

23 
(31%)

38 
(52%)

25 
(40%)

21 
(34%)

48 
(35%)

47 
(46%)

31 
(33%)

32 
(37%)

31 
(41%)

15 
(21%)

24 
(38%)

26 
(42%)

10 
(7%)

19 
(18%)

7 
(7%)

4 
(5%)

2 
(3%)

6 
(8%)

7 
(11%)

6 
(10%)

7 
(5%)

5 
(5%)

7 
(7%)

6 
(7%)

2 
(3%)

7 
(10%)

3 
(5%)

6 
(10%)

0 20 40 60 80 100 120 140

古賀西小学校

(136人)

古賀東小学校

(103人)

花見小学校

(95人)

花鶴小学校

(87人)

舞の里小学校

(75人)

小野小学校

(73人)

千鳥小学校

(63人)

青柳小学校

(62人)

人(％)

全体的に自慢できる景観である 一部、自慢できる景観である

自慢できる景観はあまりない 全く自慢できる景観ではない

住んでいる地域周辺の景観について考えたことがない



●景観について 
問4：「良い景観」とは 
・緑あふれるまちが23％と最も多く、次いでごみのない清潔なまちが21％と多い。 

451 (22.7%)

413 (20.7%)

264 (13.3%)

160 (8.0%)

133 (6.7%)

129 (6.5%)

110 (5.5%)

100 (5.0%)

70 (3.5%)

68 (3.4%)

31 (1.6%)

26 (1.3%)

36 (1.8%)

0 100 200 300 400 500

緑あふれるまち

ごみのない清潔なまち

きれいな海岸

やまなみへの眺望があるまち

デザインされた歩道、照明、柵等

電線・電柱のないまちなみ

歴史的な建物・まちなみ

色や形が調和したまちなみ

ライトアップされた夜間のまちなみ

広告物が整理されたまちなみ

建物の高さの揃ったまちなみ

近代的なビルが建ち並ぶまち

その他

問4.｢良い景観｣とは

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●景観について 
問5：古賀市の「悪い景観」とは 
・草木の手入れが十分とは言えず近づきにくい河川が22％と最も多い。 

373 (22.2%)

177 (10.5%)

150 (8.9%)

139 (8.3%)

98 (5.8%)

89 (5.3%)

87 (5.2%)

81 (4.8%)

70 (4.2%)

64 (3.8%)

62 (3.7%)

58 (3.5%)

51 (3.0%)

37 (2.2%)

37 (2.2%)

16 (1.0%)

5 (0.3%)

87 (5.2%)

0 100 200 300 400

草木の手入れが十分とは言えず、近づきにくい河川

まちなかや通りに緑が少なくなってきている

電柱や電線が目立つ

電柱へのはり紙や道路上の立看板が目立つ

農地や里山を感じる場所が少なくなっている

岩肌がむき出しの山の斜面が周辺と不調和である

歴史的な建物やなじみの風景が少なくなってきている

まちなかの工場

建物の形態が周辺と不調和である

突出した高さの建物があり、高さが不ぞろいである

屋外広告物のデザイン・色彩が周辺と不調和である

街灯や車止めのデザインに統一感がない

屋外広告物が大きく、数量も多い

やまなみへの眺望が失われた

建物の色彩が周辺と不調和である

携帯電話の基地局が周辺と不調和である

夜間照明が目立つ

その他

問5.古賀市の悪い景観 とは

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●景観について 
問6：重要であると思う場所 
・身近な自然を楽しめる道が18％と最も多く、美しい砂浜や海岸やまちなかを流
れる河川が重要であるとの意見が多い。 

241 (18.3%)

214 (16.2%)

204 (15.5%)

154 (11.7%)

108 (8.2%)

105 (8.0%)

79 (6.0%)

77 (5.8%)

53 (4.0%)

33 (2.5%)

28 (2.1%)

6 (0.5%)

18 (1.4%)

0 100 200 300

身近な自然を楽しめる道

美しい砂浜や海岸

まちなかを流れる河川

緑豊かでまとまりと落ち着きのある住宅地

駅周辺等の商店街

放生会や夏越祭り、なの花祭り等の文化的な催し

青柳宿等の歴史的な雰囲気の残る場所

歴史ある薬王寺温泉街

西山や犬鳴山系の雄大な山々

田畑と建物が調和した農村風景

大規模な工場地が併存するまちなか

中高層のビルが立ち並ぶまちなみ

その他

問6.重要と思う場所

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●ルールづくりについて 
問7：まちづくりのルールは必要か 
・全市には緩やかなルール、重要地区ではきめ細やかなルールの必要性が45％
と高い。 

全市きめ細か

56
8%

全市緩やか・重要

地区きめ細か

307

45%

全市に緩やか

150

22%

重要地区のみ

97
14%

必要ない

62
9%

問7.まちづくりのルールは

必要か

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●ルールづくりについて 
問８：必要なルール 
・必要なルールとしては、住宅や店舗等の敷地の緑化が26％と最も多いが、建
物のデザインや色彩、素材や屋外広告物のデザインや色彩にもルールが必要と
の意見が多い。 

266 (26.1%)

165 (16.2%)

160 (15.7%)

151 (14.8%)

121 (11.9%)

109 (10.7%)

46 (4.5%)

0 100 200 300

住宅や店舗等の敷地の緑化

建物のデザイン、色彩、素材

屋外広告物のデザイン・色彩

建物の配置

建物の高さ

屋外広告物の大きさ

その他

問8.必要なルール
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【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 



●色彩について 
問９：不快な色彩の有無 
・不快だと思う色彩が時々あるという意見とないという意見が46％と同数。 

よくある

50
8%

時々ある

310

46%

ない

307

46%

問9.不快な色彩の有無
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【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 



●色彩について 
問10：不快な色彩 
・道路上や店舗前の立て看板やのぼりが不快な色彩であるとの意見が30％と
最も多く、次いで周辺の風景と色合いの違う看板や幹線道路沿いの店舗が多
い。 

184 (29.9%)

124 (20.1%)

109 (17.7%)

88 (14.3%)

54 (8.8%)

35 (5.7%)

22 (3.6%)

0 50 100 150 200

道路上や店舗前の立看板やのぼり

周辺の風景と色合いの違う看板

周辺の風景と色合いの違う幹線道路沿いの店舗

周辺の風景と色合いの違う大規模な建物

周辺の風景と色合いの違う住宅

周辺の風景と色合いの違う自動販売機

その他

問10.不快な色彩

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●色彩について 
問11：色彩を制限すべきか 
・極端な色彩のみを制限すべきで、あとは個人の良識にまかせるべきとの意見が
32％と最も多く、次いで重要な区域に限り制限し、一般的な地域は極端な色
彩のみを制限すべきとの意見が多い。 

212 (31.5%)

190 (28.3%)

101 (15.0%)

60 (8.9%)

49 (7.3%)

60 (8.9%)

0 50 100 150 200 250

極端な色彩のみを制限すべきで、あとは個人の良識にまかせるべき

重要な区域に限り制限し、一般的な地域は極端な色彩のみを制限すべき

重要な区域に限り制限すべき

所有者の表現の自由であり制限すべきでない

周辺との調和を保つため、強く制限すべき

わからない

問11.色彩を制限すべきか

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●色彩について 
問12：色彩を制限すべき場所 
・幹線道路沿線の色彩を制限すべきとの意見が30％と最も多い。 

101 (29.9%)

40 (11.8%)

39 (11.5%)

36 (10.7%)

29 (8.6%)

23 (6.8%)

14 (4.1%)

12 (3.6%)

7 (2.1%)

4 (1.2%)

4 (1.2%)

29 (8.6%)

0 50 100 150

幹線道路沿線

商店街

飲食店街（例：飲み屋街等）

住宅地

駅前広場

市街地の近郊で大型店等が立ち並んでいる地域

鉄道沿線

公園周辺

自然景勝地（例：西山、犬鳴山系等）

温泉地、史跡等の観光地（例：薬王寺温泉、青柳宿等）

海岸沿い

その他

問13.色彩を制限すべき場所

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●屋外広告物について 
問13：不快な屋外広告物の有無 
・不快に思う屋外広告物があるとの意見が34％、ないとの意見が66％を占める。 

ある

225

34%
ない

434

66%

問12.不快な屋外広告物

の有無
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【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 



●屋外広告物について 
問14：不快な屋外広告物の種類 
・電柱や街灯柱への広告物が28％と最も多く、次いでポスターや置き看板・のぼ
り旗や道路沿いに固定されている看板等が多い。 

115 (27.8%)

100 (24.2%)

97 (23.5%)

68 (16.5%)

25 (6.1%)

8 (1.9%)

0 50 100 150

電柱や街灯柱に巻き付けたり、袖付けられている広告物

ポスターや置き看板、のぼり旗等

道路沿いの固定されている看板

建物の屋上や壁面等の広告物

ネオンサインやイルミネーション等の照明を利用したもの

その他

問14.不快な屋外広告物の種類

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●屋外広告物について 
問15：不快な理由 
・管理の不行き届きや色形の派手さなどが不快に思う理由として最も多い。 

92 (17.5%)

86 (16.4%)

75 (14.3%)

74 (14.1%)

73 (13.9%)

69 (13.1%)

32 (6.1%)

12 (2.3%)

12 (2.3%)

0 20 40 60 80 100

管理⇒汚れ、破損、老朽化がひどく見苦しい、又は危険である

色、形⇒色等が刺激的すぎてケバケバしい

大きさ⇒必要以上に大きすぎる

場所⇒いやでも目に入る場所にある（交差点等）

数量⇒多い、あるいは乱雑・無秩序に集まっている

場所⇒周りの景観を損なう場所にある

内容⇒同じ商品や会社名のものが多い

大きさ⇒小さすぎて役に立たない（案内板等）

その他

問15.不快な理由

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 

68 



●屋外広告物について 
問16：広告物の規制場所 
・規制場所としては、特に歴史・文化の残る地区が18％と多いが、その他の場
所についても同数程度規制を望む意見がある。 

230 (18.4%)

173 (13.8%)

155 (12.4%)

139 (11.1%)

132 (10.6%)

130 (10.4%)

113 (9.0%)

110 (8.8%)

44 (3.5%)

25 (2.0%)

0 50 100 150 200 250

歴史・文化の残る地区

海岸沿い

河川沿い

中心市街地

田園地帯

戸建中心の住宅地

里山周辺

幹線道路沿線型商業地

高速道路インター

その他

問16.広告物の規制場所

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●市民ができること 
問17：景観のための取組み 
・景観のために出来る取組としては、自治会等によるまちの清掃活動への参加や
生垣・庭先・ベランダの緑化が多い。 

349 (31.7%)

287 (26.1%)

190 (17.3%)

98 (8.9%)

55 (5.0%)

52 (4.7%)

49 (4.5%)

21 (1.9%)

0 100 200 300 400

自治会等によるまちの清掃活動への参加

生垣、庭先、ベランダの花による緑化

公園や道路の花壇の手入れへの参加

自宅の建替え・改修時に、建物のデザイン・色彩について配慮する

地域で愛されている建物の保存・活用の取組への参加

良好な景観づくりのための話し合いへの参加

景観に関するセミナーや説明会への参加

その他

問17.景観のための取組

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●今後に向けて 
問18：今後必要なこと 
・今後必要なこととしては、公共施設整備の質の向上が19％と最も多く、次いで
街路樹・花などの道路の緑化が16％と多い。 

313 (18.8%)

262 (15.7%)

200 (12.0%)

131 (7.9%)

128 (7.7%)

111 (6.7%)

103 (6.2%)

90 (5.4%)

71 (4.3%)

70 (4.2%)

48 (2.9%)

39 (2.3%)

35 (2.1%)

27 (1.6%)

16 (1.0%)

22 (1.3%)

0 100 200 300 400

公共施設（道路、河川、建物等）整備の質の向上を図る

街路樹・花等による道路の緑化を進める

電線の地中化を進める

屋外広告物の規制を強める

モデル的な美しいまちなみづくり

市と市民の協働の景観づくりを支える体制づくり

建物のデザイン、色彩、高さについてルールを設ける

景観づくりの目標等を作成し、パンフレット等を配布する

住宅・工場等の敷地内の緑化を進める

学校で景観学習の授業を設ける

活動を進める上で必要となる情報・資料の提供

自治会やNPOの活動への支援

地域の景観づくりを支援するための専門家の派遣

特にない

意識啓発、学習機会の提供のための講演会、研修会等の開催

その他

問18.今後必要なこと

【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 
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●今後に向けて 
問19：古賀市の良好な景観づくりに関するご意見・ご要望 
・自由意見で多く出てきたキーワードとしては、景観、道路、川、草木などが挙げ
られる。 
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45

10%

緑化
8
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その他
63

15%

・景観では、「河川の景観の改善」や「古
賀はとても住みやすいところなので、市の
魅力を高める景観づくりをしてほしい」な
どの意見があった。 
・道路では、「新しい道路の整備を早くし
てほしい」との意見があった。 
・川では、「河川の整備（除草等）をし
てほしい」や「川と一体的に憩いの場所
を作ってほしい」などの意見があった。 
・草木では「草木が生い茂り見苦しい場
所がある」との意見があった。 
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【参考資料】景観基礎調査について 

（1）市民アンケートの実施 



【参考資料】景観基礎調査について 

（2）色彩調査の実施 

■目的：全市の景観形成を推進するため、建築物等の色彩について、市内の傾向
を把握する 

 
■実施期間：平成28年10月13日～14日（2日間） 
 
■調査件数：306件 
 

分類 件数 出典等 活用方法 

①建築物等 241 
古賀市「建築確認申請受付

簿」データから無作為抽出。 
建築物の一般的傾向の把握 

②景観阻害物件 53 

事務局からの指定物件に加

え、調査段階において、明らか

に周辺景観との関係から景観

阻害を招いている物件をでき

る限り抽出。 

景観阻害物件の傾向把握 

③景観要素（歴史的建築物等） 2 

前提条件の整理において、事

前に抽出した歴史的建築物等

に加えて、調査段階において、

青柳宿の歴史的町並みや歴

史的雰囲気の漂う物件等をで

きる限り抽出。 

古賀市の主な景観資源の 
傾向把握 

④環境色彩 10 

現地調査の際に、土石や緑等

の自然物の色彩を、主な地域

ごとに抽出。 

環境色彩の傾向把握 

合計 306    

 
▲調査概要 
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【参考資料】景観基礎調査について 

（2）色彩調査の実施 

▲調査対象範囲と対象物件 
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【参考資料】景観基礎調査について 

（3）屋外広告物調査の実施 

■目的：全市の屋外広告物の規模および色彩を把握する 
 
■実施期間：平成28年12月5日～6日（2日間） 
 
■調査件数：1,254件 
 
■調査対象範囲：主要交差点の直径500m範囲内（4方向） 
 

▲調査の様子 
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【参考資料】景観基礎調査について 

▲調査対象範囲 
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（3）屋外広告物調査の実施 



その他 
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【参考資料】その他（景観づくりと景観計画について） 

①良好な景観がもたらすもの 

【良好な景観づくりによってもたらされる３つの効果】 

一つ目は、良好な景観に囲まれることにより「毎日
を快適に、心豊かに過ごすことができる」といった
効果がある。わかりやすい事例としては、割れた窓
などのまちの景観を改善することによって犯罪率が
減少した、ニューヨークの「割れ窓理論」があげられ
る。 

次に、この心地よさが、「地域に対する愛着と誇り
をはぐくむ」といった効果がある。これが原動力となり、
地域の自主的な景観づくり・まちづくりをさらに推
し進めるといった、よいスパイラルアップの循環をつくり
だすことが期待できる。 

さらに、良好な景観は、地域の方のみならず、訪れ
る人にも潤いや安らぎを与え、結果的に、多くの人
がひきつけられ、集い、活性化や観光振興など、
古賀が元気になっていくことが期待できる。 

 

 ⇒つまり、“良好な景観”は市民共有の財産である！ 

●良好な景観がもたらすもの 

・毎日を快適に心豊かに過ごすことができる 

・地域に対する“誇り”と“愛着”を育む 

・そこに住む人、訪れる人に潤いや安らぎを与える 

 

多くの人がひきつけられ、集い、 

古賀市が元気になっていきます！ 
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【参考資料】その他（景観づくりと景観計画について） 

②景観まちづくりへ 

制度に依存するのではなく、私たちの一人ひとりがコミュニケーションを図りながら
問題解決を図る、その積み重ねによって社会自体を変えていく時期に来たのでは
なかろうか。 
 
景観の話にひきもどしていえば、景観づくりのまえにまちづくりの方向性について議
論を繰り返し、調整を重ねながら共有していくことが求められる。 
 
そして、共有されたまちの将来像の実現のために、自らは何をすべきかを考え実
行していく、そうした活動の積み重ねによってよりよい景観が作られていくのである。 
 
景観法でいえば「景観協議会」がこうした役割を担うことになる。 

「2010.10 季刊まちづくり ～地域づくりと景観法～」より 
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【参考資料】その他（景観づくりと景観計画について） 

③景観づくりの流れ 

Step1 
 ＜景観特性＞古賀市の景観とはこんな景観です 
 ＜課題＞  こんな問題、改善すべきことがあります 
 ＜目標＞  こんな景観にしたい（夢を描く） 
 ＜基本方針・推進戦略＞そのために、こんなことをしていく 
 

市民意識 
の啓発 

 
景観計画 

支援制度 推進体制の
構築 

屋外広告物
の改善 

緑化 
の推進 

地域を限定
した重点的
な取組み 

仕組みづくり 

景観整備 

古賀景観の 
戦略的ＰＲ 

庭先の 
景観づくり 

Step2 

場所づくり 

意識づくり 

制度づくり 
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